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　国民年金は、老後の生活保障だけ
でなく、万が一、病気やケガで障害
が残ったときや、一家の働き手が亡
くなったときなどに、あなたやあな
たの家族を守ってくれます。加入届
や保険料の納め忘れがあると次の年
金が受けられないこともありますの
で、「あのとき…」と後悔する前に
国民年金に加入し、保険料を納付し
ましょう。

老齢基礎年金
65歳から生涯受けられます。

障害基礎年金
病気やケガで障害の状態に
なった方が受けられます。

遺族基礎年金
亡くなったときに子のある配
偶者または子が受けられます。

　国民年金は加入・免除や猶予・
年金請求時のすべての場合におい
て、自分で手続きをする必要があ
りますので、忘れないようにして
ください。

※年金給付には、各種要件があります。

国民年金の給付は、老
後の生活保障だけでは
ありません

　年金機構で居住確認できた場合
は、20 歳加入手続きが不要となっ
たため、20 歳到達から 2週間程度
で『納付書』、その後『年金手帳（令
和 4年 4月からは基礎年金番号通知
書）』が日本年金機構から送付され
ます。
　ただし、居住確認ができない場合
はご自身での加入手続きが必要とな
ります。
※前納・口座振替希望の場合は役場
住民課または、帯広年金事務所にお
問合せください。

職場の年金（厚生年金）
に加入していない人は、
国民年金に加入します

　学生のための「学生納付特例制
度」、20 歳から 50 歳（学生除く）
までが対象となる「納付猶予制度」
は世帯主の所得が多くても、本人お
よび配偶者の所得が少ない場合に、
保険料の納付が猶予されます。
　また、世帯主・本人・配偶者の収
入が少なく保険料の納付が困難な人
のために、「保険料免除制度」や「退
職（失業）による特例免除」もあり
ますので、収入が少ない方や無職の
方も、安心して加入手続きを行って
ください。
　なお、免除や猶予を受けた期間は
10 年以内であれば後から保険料を
納めることができます。

保険料の納付が困難な方
は学生納付特例・納付猶
予・免除制度があります

　老齢基礎年金の半分は、私たち
が納めた税金の中から支給されて
います。将来、年金をもらうこと
で間接的に、自分やみんなが納め
た税金の一部を自分ももらうこと
ができるのです。
　つまり、将来、年金をもらえな
いということは、税金の納め損に
なる、ということです。

保険料を納めないと損
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繰上げ（繰下げ）の減額（増額）率

請求時の年齢 減額率 請求時の年齢 増額率

60歳 0月 30.0％ 66 歳 0月 8.4％

61歳 0月 24.0％ 67 歳 0月 16.8％

62 歳 0月 18.0％ 68 歳 0月 25.2％

63 歳 0月 12.0％ 69 歳 0月 33.6％

64 歳 0月 	6.0％ 70 歳 0月 42.0％
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①
年金を受け取るために必要な
「年金請求書」と冊子が、原則
として、65 歳になる 3カ月前
に送られます。

②
役場住民課または帯広年金事
務所で請求手続きを行ってく
ださい。原則 65 歳の誕生日の
前日から手続きできます。

③
後日、年金機構から年金証書
が送付され、その後約 1 ～ 2
カ月後、年金のお受け取りと
なります。
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